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申請書に医師・助産師または
市区町村長の証明を
受けられない場合

出生が確認できる書類
（戸籍謄（抄）本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明書、
出生届受理証明書、母子健康手帳（原本提示）、住民票など）

死産が確認できる書類
（死産証書（死胎検案書）など）

海外で出産した場合

次の３点を添付してください。
⑴出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
⑵出産した日（期間）において、実際に海外に渡航していた事実が確認
できる書類
（パスポートのコピー、査証（ビザ）のコピー、航空チケット等のコピー）
⑶海外出産の事実、内容について、全国健康保険協会船員保険部が当該海外出
産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の
同意書

以下にあてはまる場合に、上記に代えて添付いただくもの
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添
付できない場合】
次の①②のいずれかを⑵⑶に加えて添付してください。
①出生が確認できる書類
（戸籍謄（抄）本、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明書、
出生届受理証明書、母子健康手帳（原本提示）、住民票など）
②ⅰ海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、
ⅱ「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した
医療機関名・担当医等」を記載した書面

※証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。
（翻訳文には、翻訳者が署名し住所および電話番号を明記してください。）

被保険者が亡くなられ
生計を同じくされていたご家族の方が
申請する場合

・亡くなられた方の「住民票除票」および申請者の「住民票」
・被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
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※①・②ともに医療機関等によって利用できる・できないがございますので、ご利用にあたりましては出産を予定して
いる医療機関等にご相談ください。

なお、直接支払制度・受取代理制度では、出産育児一時金支給額の範囲内で船員保険部から医療機関等にお支払いいた
します。その際、出産費用が出産育児一時金支給額以下の場合は、船員保険部から被保険者へ差額分をお支払いいたし
ますが、直接支払制度をご利用の方は、別途専用の申請書を提出する必要があります。

※令和5年３月３１日以前の出産の場合は４２万円（または４０万８千円）

　産科医療補償制度に加入の医療機関等で

　妊娠週数22週以降の出産をした場合

　産科医療補償制度に加入の医療機関等で

　妊娠週数22週未満の出産をした場合

　産科医療補償制度未加入の機関で出産した場合

1児につき　50万円

1児につき　48万8千円


